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                                                                                                              令和 7年 12月 9日  
  
IT 専門職員募集概要  

  
    広島大学財務・総務室情報部情報化推進グループでは，本学のネットワークや基幹業務システム等の重
要情報システム，DXの推進，オンライン教育システムやコンテンツの配信を安全かつ安定的に提供するた
めに，企画・運用・保守・調整などを担当する IT 専門職員を募集します。  
  
１．募集職種名（採用予定人数）  

    IT 専門職員（１名）  
  
２．勤務場所  
        国立大学法人広島大学 財務・総務室情報部情報化推進グループ  

〒739-8511 広島県東広島市鏡山一丁目３番２号  
（変更の範囲）原則，東広島地区  

                                                                                                  
３．業務内容  

情報部情報化推進グループで次の業務をご担当いただきます。  
採用後に，経験，スキルや適性などを踏まえて担当する業務を調整します。  
① AWS，Azure や Google Cloud 等のパブリッククラウドを利用した各システムの企画，構

築， 開発，運用，保守，評価等 
② DX推進に関する企画，教育，開発等  
③ 情報セキュリティ，CSIRT 活動に関する対応等  
④ ネットワークに関する運用等  
⑤ 基幹業務システムやパソコン等の運用等  
⑥  オンライン教育に係る企画，立案及び関係するシステムの構築，開発，運用，保守，評価等  
⑦    効果的な e ラーニングコンテンツの作成及びユーザーサポート等のメディア活用支援等  
（変更の範囲）原則なし（ただし，配置換（勤務地区や所属の変更）を伴わない範囲での業務変更

を命じることがある）  
  
４．応募資格  

次のいずれかに相当するスキルを有する又は、民間企業等での経験を有するもの  
① 民間企業等での経験  

・基幹システムや各業務システムの提案・設計・開発・構築及びユーザへの導入経験 
・ AWSやAzure上でのシステム構築経験 
・ DX推進に関する業務及びノーコード・ローコードによる開発経験 
・ネットワークの設計・構築・運用経験  
・情報セキュリティ全般に関する経験  
・その他，アピールができる業務経験を有するもの 

上記1つ以上に該当し，それ以外の業務にも積極的に取組む意思のあるもの 
② 相当するスキル  
・経済産業大臣認定 基本情報技術者試験 （FE）及び相当のスキルを有するもの 
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５．採用予定日  
令和8年 4月１日 以降のできるだけ早い時期 

  
６．勤務条件  

①  給 与  
・初任給（広島大学職員給与規則第 8 条及び別表第 1 参照）  

                約 19～22 万円程度（学歴や採用前の職歴に応じて決定されます。）  
                ＜例＞  
                ・A さん／大学卒業後すぐに採用 220,000 円  
                ・B さん／大学院（博士課程前期）終了後すぐに採用 230,000円 

（※上記の例は令和7年4月1日現在のものです。給与法改正等により，改定される場合    
があります。）  

        ・昇給 １年間の勤務成績に応じて昇給します。  
② 諸 手 当  
        ・通勤手当 通勤距離が 2km 以上で，公共交通機関，自動車，自転車等を利用している場合に支

給します。  
                                ・電車・バス等 … 最高 55,000 円  
                                ・自動車等 … 通勤距離に応じて 2,000 円～31,600 円  
        ・住居手当 借家・アパート等に居住する場合に支給します。  
                                ・借家・アパート等…家賃の約半分（上限 28,000 円）  
        ・扶養手当 扶養親族がある場合に支給します。  

・配偶者…3,000 円，子供…1 人当たり 11,500 円  
※令和8年4月1日以降，子に係る手当額が13,000円に引き上がり， 

配偶者に係る手当てが廃止されます。 
・時間外勤務手当・休日手当  

所定の労働時間を超えて勤務した場合，休日に勤務した場合に割増賃金を支給します。  
        ・特別調整手当（地域手当） 広島市勤務者：6％，広島県内のその他の地域勤務者：3％  
    ※諸手当詳細はこちらのページに掲載しています。  
  
③ 賞与 年２回（６月，１２月）  
④ 勤務時間 ８時３０分～１７時１５分（実働７時間４５分）  
⑤ 試用期間 採用された日から６か月  
                            ※ 試用期間中と試用期間後で労働条件・待遇などの変更はありません。  
⑥ 休日 土曜日・日曜日，祝日，年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日）  

※ 業務によっては，休日において労働を命ずる場合があります。  
        ⑦ 休暇＜有給休暇＞等  
                ・年次有給休暇 年間２０日（年の途中で採用された場合は，その期間に応じた日数が与えられ

ます。例として４月１日採用者の場合，その年は２０日）  
                                                残日数は２０日を限度として，翌年に繰り越されます。  
                                                ※年間で最高４０日  
                ・特別休暇 リフレッシュ休暇，結婚休暇，産前・産後休暇，ボランティア休暇，忌引休暇などが

あります。  
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※ 上記休暇以外にも，育児休業や介護休業，時差出勤といった，両立支援のための各種制度が整備
されています。（以下 URL を参照）  
https://www.hiroshima-u.ac.jp/jinji_seido/joukin/joukin-fukumu-roudoujikan/ryoritsu-sien  
  

⑧ 社会保険等 文部科学省共済組合，厚生年金，雇用保険，労災保険  


